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作業員を直接雇用していない当社においては、リスクアセスメントの成果を安全衛生計画

に盛込むには、職場でのアセスメントの実施方法を定め、協力会社の作業員を当社の職員

と見做し、実施することが有効性の確保に繋がります。(特定元方事業者の責務として) 
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本冊子は中央労働災害防止協会（厚生労働省安全課監修）発行の「リスクアセスメント担当者の実務」を基に、

建築設備業向けに加筆、改訂、再構成したものです。（各自の責任における活用を意図しています） 
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Ⅰ．《リスクアセスメントの手順及び留意点 》 

１ 危険有害要因に関する情報の収集・整理（マクロ・ＲＡ） 

イ 過去の災害やヒヤリハットなどの「発生事例と状況」の確認 

 アセスメントの実施は、先ず、職場の現状の把握と確認から始まります。 

自分たちの職場で報告された、「災害」、「ヒヤリハット」のデーターなどから、 

抽出される情報の「収集・整理」することが重要です。 

具体的に挙げると、次のような方法・手段から、「危険有害要因」の抽出に向けて、

「過去の災害の情報」を“収集・整理”しておくことです。 

①  過去数年間の災害発生状況やヒヤリハットの情報を収集する。 

② 災害発生後の「再発防止対策」を収集・整理する。 

（本質的対策（予防処置）が実施済みであるものは、除外する） 

③ 残った労働災害等の情報は、分析し、情報化する。 

それを「危険有害要因」の基礎情報（アセスメント対象の項目情報）とする。 

 

ロ 「危険有害要因」の確認 

 全体で考慮すべき「危険有害要因」にどんなものが有るか事前に洗い出すか、 

或いは、多くの人が認める「危険有害要因」をリストアップしておく。 

職場においては、作業変更や新規作業を考慮すべき状況が発生する。 

業務内容、使用している機械・設備及び化学物質や職場の作業環境及び想定する

作業方法などから、アセスメント対象となりえる「危険有害要因」を洗い出す。 

また、収集・整理した過去の労働災害等の発生状況からも洗い出し、安全衛生の

定例会議（打合せ、ミーティング）等の場を利用することが有効で、アセスメント 

対象とすべき「危険有害要因」を整理・統合し、現在の「危険有害要因」リストを

次期版として改訂する。 
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２ 作業変更、新規作業の危険有害要因の洗い出し（職場ＲＡ） 

イ 作業変更、新規作業の「危険有害要因」の洗い出しの手順 

「危険有害要因」を洗い出す場合、次のような順序で行う。 

① 作業手順（プロセス）の中から「危険有害要因」を洗い出す 

「危険有害要因」：“労働災害”をもたらす可能性のある具体的な要因（原因、引き金）

となるもの、例えば、掘削後の穴、保温材を切るためのハサミ、 

稼働中のネジ切り機などをいう 

② それぞれの「危険有害要因」に接触する人間（作業員、職種）を洗い出す 

③ 接触する人間と「危険有害要因」が、どのような状態（状況、作業内容、 

単位作業と読み替える）のときに、どのような接触の仕方（関わり方、 

作業方法、手段と読み替える）をするか、作業手順（プロセス）の中から 

洗い出す。 

すなわち、アセスメントの対象を洗い出すとは、人間（作業員、職種）が、 

どのように「危険有害要因」と接触し、どんな状況になったら災害が発生するのかを 

思い描き、災害の発生の可能性を含んだ「危険有害要因」を見つけ出すことと 

同じです。 

 

ロ 危険有害要因の洗い出しのポイント 

ここで、「危険有害要因」の洗い出しを標準的に実施する時のポイントを示します。 

① 新作成又は変更した「作業手順書」のプロセスに従って洗い出す。 

② 洗い出しは2～3人で、出来るだけ簡便に行なうようにする。 

③ 作業者も含め関係者の知っている、危険で有害な影響について、出された 

意見を出来る限り活かす。 

④ 対象の作業、設備、原材料等に接触する者、危険事象（災害の型、事故の型

と読み替える）及び危険事象に至るプロセス（行動）を明らかにする。 

⑤ 作業に関わる“安全衛生情報”を詳細に把握する。 

⑥ 「危険有害要因」を効果的に漏れなく洗い出すために、「表－１ ガイド 

ワード表（災害の型区分表）」を活用し、いつ、だれが、どのようなときに

接触し、危険で有害な状態になるかを洗い出す。 

⑦ 事前にチェックリストも準備しておき、利用する。 

⑧ 次工程の作業にも十分留意し、作業のあらゆる面を体系的にチェックする。 

特に、次の２点については、十分留意する。 

・作業中に実際に起きていること 

（実際の作業が、作業手順書と異なるときがある。） 

・予想可能な緊急事態の対処のこと 
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表―１ 危険有害要因特定のためのガイドワード （例） 
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3 リスクの見積り、リスクレベルの決定及び評価（職場ＲＡ） 

 あらかじめ決められた方法により、それぞれの「危険有害要因」についてリスク 

評価（リスクレベルの決定及び受容可能かどうか）を行なう。このリスク評価を行う

ことにより、低減策の実施が必要なリスク、必要のないリスクが区分され、必要な 

リスクに対しての大小による低減策の緊急性、対策のグレードを明確にすることが 

可能となります。また、同じ「危険有害要因」が複数の危険事象（災害の型、事故の

型）の引き金（要因）にもなる成り得ることを認識し、見落としの無いようにする。 

 

イ リスクの見積り 

 リスク評価のために、決めてある基準をもとに“リスクの見積り”を行ないます。 

リスクの見積りは、２人以上で行うようにします。 

 

ロ リスクレベルの決定及び評価 

 次に、リスクレベルを決定する「リスク評価」を行ないます。 

例えば「些細なリスク」から「耐えられないリスク」まで、どのレベルにあたるかを 

決めます。この決定は、“リスクの見積り”の結果から職場の状況などを加味し、参加者

の多く（できれば全員（＊１））の合意をもって最終的に決定します。 

決定の際には、含みとしてリスクレベルを変更することが出来るようにしておく。 

この場合の原則として、より厳しい「リスクレベル」が採用されるように心掛ける。

また、変更した理由についても明記しておくことが重要です。「リスクレベル」が 

“受容受容受容受容可能可能可能可能ななななレベル”を超えているものは、リスクの低減策が必要となります。 

＊１ 全員が納得行くまで話し合うことの重要性 

 

ハ 留意事項 

 「リスクレベル」を決めるときに、過去の労働災害の実態を”参考“にすることは、 

多くの人と「判断の共有化」を図る”手助け“になります。そのために、「危険有害性

基礎調査票」などで明らかになったものを”参考“にするのも良いでしょう。 

また、アセスメントを実際に行う場合、実施チームのメンバーのなかで、意見が 

分かれる場面でも、安易に多数決で決めるとか、チーム責任者の判断だけで決めたり 

しないで、十分な論議を通し、全員が納得した上で決めるようにする。 

＊（災害発生の可能性を多いとするか時々とするか、また、その重大性が大か中か小かなど） 

さらに、アセスメントの実施を重ねていく中で、「重大性」、「可能性」、「頻度の目安」

及び「解説」など“共通ルール”を常に見直し、「リスクレベル」の合意形成に役に立

てることも必要です。 

 



リスクアセスメントの実施 

7 

４ リスクの低減策の検討（職場ＲＡ） 

 「受容可能なレベル」を超えている「危険有害要因」に起因するリスクの低減策は、 

定められた方法に従って、検討を行ないます。 

低減策には、 

・すぐに実行可能なもの／実行するのに準備など、時間がかかるもの 

・職場として実行するもの／本社として実行するもの 

・職場だけで実行するもの／全体に展開するもの 

・本質的な安全対策が可能なもの／とりあえず緊急対策を施すもの 

・多額の対策費用がかかるもの／それほどかからないもの 

 などの違いがあり、どのような対策が採用できるか、十分に検討する必要が有ります。 

 

 

 

 

 

 


